
石川県なりわい再建支援補助金交付要綱  

  

（趣旨）  

第１条 知事は、「令和６年能登半島地震等」による災害により甚大な被害を受けた地域に

おいて、補助事業者が実施する施設等の復旧整備事業に要する経費について、当該補助事

業者に対し予算の範囲内において、なりわい再建支援補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付等に関しては、石川県補助金交付規則（昭和３４年規則第

２９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。  

  

（定義）  

第２条 この要綱において「令和６年能登半島地震等」とは、令和６年能登半島地震による

災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令和６

年政令第５号）により指定された特定非常災害及び石川県が災害救助法施行令第１条第１

項第４号により適用を決定した６市町において令和６年９月２１日から２３日にかけて発

生した令和６年能登半島地震との関連性の高い災害をいう。  

２ この要綱において「中小企業者」とは、中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）

第２条第１項に規定する者、商工会法（昭和３５年法律第８９号）に基づく商工会及び都

道府県商工会連合会、商工会議所法（昭和２８年法律第１４３号）に基づく商工会議所並

びに中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく都道府県中小企業団体

中央会をいう。  

３ この要綱において「小規模企業者」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４

号）第２条第５項に規定する者をいう。  

４ この要綱において、「特定事業者」とは、中小企業者及び小規模企業者以外の事業者で、

資本金又は出資金が１０億円未満の事業者をいう。 

５ この要綱において「中小企業者等」とは、第２項に規定する「中小企業者」、第３項に

規定する「小規模企業者」、第４項に規定する「特定事業者」、及びこれら以外の企業であっ

て中小企業者及び小規模企業者が事業活動を行う上で必要な施設・設備を貸し付けている事

業者（以下「特定貸与事業者」という。）をいう。 

６ この要綱において「特定被災事業者」とは、次の各号のいずれの要件にも該当する事業

者をいう。 

一 新型コロナウイルス感染症（令和２年１月２８日政令第１１号により指定感染症に指

定された感染症をいう。）の影響を受けた事業者 

二 過去数年以内に発生した災害で被害を受けた以下のいずれにも該当する事業者 

 ア 当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者 

 イ 当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者 

三 次のいずれかに該当する事業者 

 ア 過去数年以内に発生した災害の発生日（当該発生日が令和２年１月２８日以降の災  

   害にあっては令和２年１月２８日とする。）以降、売上高が２０％以上減少している 



   復興途上にある事業者 

 イ 別表１のとおり、令和６年能登半島地震等発生時において厳しい債務状況にあり、 

  かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関 

  に事業計画等について確認を受けている事業者 

四 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業 

活動に要した債務を抱えており知事が認めた事業者 

五 令和６年能登半島地震等により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おう 

とする者  

７ この要綱において「復興事業計画」とは、令和６年能登半島地震等により被災した中小

企業者等の施設又は設備の復旧又は復興のために、県が策定する計画をいう。  

８ この要綱において「復興グループの構成員」とは、復興事業計画に記載された中小企業

者等をいい、復興事業計画に記載された復興グループの構成員の施設又は設備を「特定施

設等」という。 

 

（交付の目的） 

第３条 補助金は、中小企業者等の施設又は設備の損壊等の物理的な被害が広範囲かつ甚大

であり、サプライチェーンが毀損する等により地域経済が停滞する事態にある場合に、県

が策定する復興事業計画に基づき、復興グループの構成員が、産業活力の復活、被災地域

の復興、コミュニティの再生、雇用の維持等に重要な役割を果たすと見込まれる場合にお

いて、その事業に要する経費の一部を補助することにより、令和６年能登半島地震等によ

る災害からの復旧又は復興を促進することを目的とする。 

  

（補助対象経費）  

第４条 補助金の補助対象となる中小企業者等は、原則として、県内に事業所を置く中小企

業者等とする。 

２ 補助金の補助対象となる経費は、特定施設等であって、令和６年能登半島地震等による

災害のため損壊若しくは滅失又は継続して使用することが困難になったもののうち、県

が策定する復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設又は設備の復旧・整備に

要する経費（以下「補助対象経費」という。）であって、知事が補助の対象としたものと

する。  

３ 前項の経費には、復興事業計画の実施に不可欠な範囲で、施設又は設備を新たに整備等

するための経費又は施設若しくは設備の補強や改良工事（以下「改良工事等」という。）

に要する経費を加えることを妨げない。 

４ 前２項における補助対象経費については、別表２のとおりとする。  

  



（補助率等）  

第５条 補助金の補助対象者及び補助対象者別の補助率及び上限額は、別表３のとおりとす

る。  

 

（交付申請）  

第６条 規則第４条第１項の交付申請書は、別記第１号様式によるものとし、その提出期限

は、知事が別に定める日とする。  

２ 規則第４条第２項の添付書類は、次の各号に掲げるものとする。  

（１）補助事業計画書  

（２）その他知事が必要と認める書類  

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。  

（１）暴力団排除条例（平成２３年石川県条例第２０号）に規定する暴力団又は暴力団員

等  

（２）県税に未納がある者  

４ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本部

長あて照会することができる。  

  

（交付決定）  

第７条 知事は、規則第４条第１項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請

書の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、別記様式

第２号により補助事業者に通知するものとする。 

  

（申請の取下げ）  

第８条 規則第８条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知

を受けた日から起算して１５日以内とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、こ

の期日を繰り上げることができる。  

  

（補助事業の経理等）  

第９条 補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業の経費については、

帳簿及び全ての証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経理するなどして、常にその収

支の状況を明らかにしておかなければならない。  

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を

含む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に

供せるよう保存しておかなければならない。  

  



 

（補助事業の内容等の変更）  

第１０条 補助事業者は、補助事業の内容の変更（軽微なものを除く。）又は補助事業に要す

る経費の変更（軽微なものを除く。）ときは、あらかじめ別記様式第３号による変更交付

申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。補助事業の内容の変更に係る

軽微なものとは、補助目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更で、かつ、事

業能率の低下をもたらさないものとし、補助事業に要する経費の変更に係る軽微なものと

は、補助対象経費の３０パーセント以内の変更とする。 

２ 規則第６条第１項において準用する規則第７条の規定による補助事業等の内容等の変更

の決定通知は、補助金の交付決定額に変更が生じるときは変更交付決定通知書（別記第

４号様式）により、補助金等の交付決定額に変更を生じないときは変更計画承認通知書

（別記第５号様式）により行うものとする。  

 

（補助事業の中止又は廃止）  

第１１条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承

認申請書（別記第６号様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。  

  

（補助事業遅延等の報告）  

第１２条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる

とき又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに、遅延等報告書（別記第７号様

式）を知事に提出し、その指示を受けなければならない。  

  

（状況報告）  

第１３条 補助事業者は、知事が補助事業の遂行及び支出状況について報告を求めたとき

は、速やかに遂行状況報告書（別記第８号様式）を知事に提出しなければならない。  

２ 知事は、前項の報告のほか、必要と認めるときは、現地調査を行うことができる。  

  

（実績報告）  

第１４条 規則第１３条の実績報告書は、別記第９号様式によるものとする。  

２ 規則第１３条の添付書類は、次の各号に掲げるとおりとする。  

（１）補助事業実績書  

（２）その他知事が必要と認める書類  

３ 第１項の実績報告書の提出は、補助事業が完了したときは、その日から起算して１５日

を経過した日又は知事が別に定める日のいずれか早い期日までとする。ただし、知事が

必要と認めるときは、改めて提出期限を定めることができる。  

４ 補助事業実施期間内において県の会計年度が終了したときは、翌年度４月１０日までに

第１項に準ずる報告書を知事に提出しなければならない。  



５ 補助事業者は、補助事業完了後遅滞なく、次に定める付保割合を満たす保険又は共済で

あって、補助金の補助対象である被災施設等を対象として、自然災害（風水害を含

む。）による損害を補償するものへの加入義務を負うことについて同意すること。ただ

し、小規模企業者にあっては、この限りではないが、令和６年能登半島地震等で得られ

た教訓を踏まえ、保険又は共済加入に変わる取組を実施すること。  

（１）中小企業者にあっては、３０％以上。  

（２）中小企業者以外の事業者にあっては、４０％以上。  

６ 実績報告書には、前項で定める保険・共済への加入を証明する書類を添付しなければな

らない。  

  

（補助金の額の確定） 

第１５条 知事は、前条第１項の規定による報告を受けた場合には、規則第１４条第２項の

規定に基づき、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係

る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１０条第１項の承認をした場合

は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、別記様式第１０号により補助事業者に通知する。 

２ 知事は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付

がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利１０．９５パ

ーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

  

（補助金の支払等）  

第１６条 補助金は前条第１項に規定する交付すべき補助金の額を確定した後に支払うもの

とする。ただし、必要があると認められる経費については、概算払をすることができる。 

２ 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、請求書 

（別記様式第１１号）を知事に提出しなければならない。 

３ 補助金の交付を概算払により受けようとするときは、前項の規定に関わらず、概算払申

請書（別記様式第１２号）及び概算払請求書（別記様式第１３号）によるものとする。 

４ 第２項ならびに第３項の請求書には、知事が別に定める書類を添付しなければならな

い。 

  

（交付決定の取消し等）  

第１７条 知事は、第１１条の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があ

った場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、別記第１４号様式により、第７条

の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。  



一 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分若しくは指

示に違反した場合   

二 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合  

三 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合  

四 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要

がなくなった場合   

五 補助事業者が、暴力団排除に関する誓約事項に違反した場合  

２ 知事は、前項の規定による取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対

する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。 

３ 知事は、前項の規定による返還を命ずる場合には、第１項第４号に規定する場合を除

き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利１０．９５

パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。 

４ 第１５条第３項の規定は、第２項の補助金の返還について準用する。 

  

（財産の管理）  

第１８条 補助事業者は、補助対象経費（補助事業の一部を第三者に実施させた場合におけ

る対応経費を含む。）により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」とい

う。）については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、

補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等台帳を備え、その保管状況を明らかに

しておかなければならない。 

３ 補助事業者は、当該年度に取得財産等があるときは、第１４条第１項に定める実績報告

書に知事が別に定める財産管理台帳を添付しなければならない。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分する場合、残存簿価相当額又は鑑定評価額若し

くは処分により得られた収入又は見込まれる収入額の全部若しくは一部を県に納付させるこ

とがある。 

 

（財産の処分の制限）  

第１９条 取得財産等のうち、規則第２０条第１項第４号及び第５号に定める処分を制限す

る財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０万円以上の機械、器具及びその他の財

産とし、同項に規定する財産の処分を制限する期間は、補助事業等により取得し、又は効

用の増加した財産の処分を制限する期間（令和５年経済産業省告示第６４号）別表の一の

項に準じるものする。  

２ 規則第２１条に規定する知事の承認を受けようとするときは、あらかじめ別記第 

１５号様式により知事に申請し、その承認を受けなければならない。  



３ 知事は、前条第４項の規定は、規則第２１条の規定に基づいて財産の処分を承認（別記

第１６号様式）する場合において準用する。 

  

（その他必要な事項）  

第２０条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、知事が別に定める。  

  

 

附 則  

この要綱は、令和６年２月２８日から施行し、令和６年能登半島地震による災害からの復旧

に係る補助事業から適用する。  

附 則 

この要綱は、令和６年１０月１５日から施行し、令和６年能登半島地震等による災害からの

復旧に係る補助事業から適用する。  

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



別表１ 

項目 要件 

厳しい債務状況

にある事業者 

次のいずれかに該当し、早急に企業再建を行う必要がある事業者 

１ 借入債務等が株式会社整理回収機構に譲渡された企業と密接な

取引関係を有する事業者 

２ 取引先の業況悪化の影響を受ける等、一定の要件に該当する事

業者 

３ 過剰債務の状況に陥っている事業者 

４ 中小企業活性化協議会等の関与の下で事業の再生を行う事業者 

５ 事業資金の借入について、弁済に係る負担の軽減を目的とした

条件変更を行っている事業者 

６ 第二会社方式により再生を図る事業者 

７ 過去延滞等によりサービサーに債権が譲渡されている先であっ

て、再生を図る事業者 

経営再建等に取

り組む事業者 

相応の債務償還能力が認められ、かつ、適切な企業再建計画が策定

され、金融機関の協力が得られる等、関係者による支援体制が構築

されており、自助努力により企業再建が見込まれる事業者 

認定経営革新等

支援機関に事業

計画等について

確認を受けてい

る事業者 

次のいずれの事項についても、認定経営革新等支援機関による確認

を受けている事業者 

１ 令和六年能登半島地震等からの復旧・復興に向けて、自己資金

の活用が厳しい経営環境であるものの、長期的には十分に採算性

が見込まれること 

２ 経営環境等を見据えた適正な規模での復旧等であること 

・上記別表１の過剰債務の状況とは、原則として令和六年能登半島地震等被災時の直近の決

算期において、次のいずれかの要件を満たすものをいう。 

１ 債務超過に陥っている事業者 

２ 繰越欠損を計上している事業者 

３ 次式で判定した年数が１５年以上となる事業者 

 ｛有利子負債（短期借入金＋長期借入金＋社債）｝÷｛減価償却後営業利益×１／２（営

業欠損の場合は１／２を乗じない）＋普通減価償却費｝※１ 

４ 次式で算出した値が正となる事業者 

長期借入金及び社債の年間返済額※２－｛減価償却後経常利益×１／２（経常欠損の場合は

１／２を乗じない）＋普通減価償却費｝※１－金融機関調達（予定含む）※３ 

 

※１ 試算期で判定する場合は、「試算期末からさかのぼって１２か月間の損益計算書」を

用いて判断する。 

※２ 決算期または試算期末から今後一年間の長期借入金及び社債の年間返済額をいう。 

※３ 決算期または試算期末から今後一年間の長期借入金及び社債の金融機関調達額（設備

資金を除く）をいう。  



別 表２ 

補助対象経費区分  内  容  

施  設  

倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業

場、原材料置場、その他第３条の目的の範囲内で復興事業計画

の実施に不可欠と認められる施設 

設  備  
復興事業に係る事業の用に供する設備であって、補助事業者の

資産として計上するもの 

宿舎整備のための事業  宿舎及び備え付けの設備にかかる費用 

  

・上記の施設又は設備の復旧又は整備に要する経費には、施設又は設備の原状回復のみなら

ず、事業再開・継続、売上回復等に必要な新分野需要開拓等の実施に係る取組（以下「新

分野事業」という。）に要する経費又は改良工事等に要する経費を加えることを妨げな

い。また、宿舎整備のための事業については、新分野事業に資する場合に限る。なお、新

分野事業及び改良工事等に要する経費を加えた施設又は設備の復旧・整備に要する経費つ

いては、令和６年能登半島地震等による災害前に所有していた施設又は設備の原状回復に

必要な経費に補助率を乗じた額を補助上限とする。  

・上記別表の補助対象経費には、資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取壊し・撤去

費、整地・排土費を含む。  

・災害保険・共済の対象である施設又は設備については、その保険金又は共済金が、補助対

象経費から補助金を差し引いた額（以下「自己負担額」という。）を超える場合において

は、自己負担額を超える額に２分の１を乗じた額を補助金額から控除する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別 表３ 

補助対象経費  補助対象者  補助率  上限額  

別表１の経

費  

(1)中小企

業者及び小

規模企業者  

特定被災事業者  定額補助（補助対象経費

のうち５億円まで）  

 

なお、補助対象経費が５

億円を超えるときは、補

助対象経費から５億円を

控除した額に相当する額

については３／４以内  

１事業者

当たり 

１５億円 

上記以外  補助対象経費の３／４以内  

(2)中小企

業者及び小

規模企業者

以外 

特定被災事業者 定額補助（補助対象経費

のうち５億円まで）  

 

なお、補助対象経費が５

億円を超えるときは、補

助対象経費から５億円を

控除した額に相当する額

については１／２以内  

上記以外  補助対象経費の１／２以内  

  

 

 

 


